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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転者によって運転される移動体が第１地点から第２地点へ移動する際に通過する予定
の道路上の中央を通る第１線と、異なる前記道路上を通る前記第１線間をつなぐ曲率一定
の円弧である第２線と、によって構成される走行予定ルートにおける変更区間を、前記変
更区間における前記移動体の走行方向の上流側端部である第１の位置に連続する第１のラ
インと、前記変更区間における前記移動体の走行方向の下流側端部である第２の位置に連
続する第２のラインであって前記第１のラインより長い前記第２のラインと、で表した推
奨ルートを生成する推奨経路生成部、
　を備え、
　前記変更区間は、右折、左折、および所定の曲率半径以下のカーブ、の少なくとも１つ
を示し、
　前記第２のラインに少なくとも一部が重複し且つ前記第２の位置を通る前記第１線を延
長した直線である接線と、前記第２の位置を通り且つ前記走行予定ルートにおける前記変
更区間から退出した後の前記移動体の走行方向に対して直交する直線である出口ラインと
、の成す角度が所定角度範囲内であり、
　前記推奨経路生成部は、
　前記第１の位置から前記変更区間への進入方向に沿って伸ばした線と、前記第２の位置
から該変更区間から退出した後の走行方向の逆向きに沿って伸ばした線と、前記第２線と
、に囲まれる設定領域内に、変曲点を設定する変曲点設定部と、
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　前記第１の位置と前記変曲点、および前記変曲点と前記第２の位置とを結ぶ線を生成す
ることによって、前記変更区間が前記第１のラインと前記第２のラインとからなる、前記
推奨ルートを生成する生成部と、
　を有する、
　情報処理装置。
【請求項２】
　前記所定角度範囲は、９０°を含む範囲である、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記第２のラインの曲率半径が、前記第２線の曲率半径より大きい、請求項１に記載の
情報処理装置。
【請求項４】
　前記推奨経路生成部は、
　移動体の走行方向の前方に前記変更区間が存在するか否かを判断する変更区間判断部を
有し、
　前記変更区間が存在すると判断した場合、前記推奨ルートを生成する、請求項１に記載
の情報処理装置。
【請求項５】
　前記変曲点設定部は、
　前記第２線の曲率半径が所定の基準値以下である場合、前記変曲点を設定しない、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記変曲点設定部は、
　前記第１の位置から該変更区間への進入方向に沿って伸ばした方向に、他の移動体が存
在する場合、該他の移動体が存在しない場合に比べて、前記設定領域内における、前記出
口ラインから離れた位置に、前記変曲点を設定する、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記推奨経路生成部は、
　前記変更区間における、前記第１の位置から該変更区間への進入方向に沿って伸ばした
線と、前記第２の位置から該変更区間から退出した後の走行方向の逆向きに沿って伸ばし
た線と、前記第２線と、に囲まれる設定領域内に、変曲点を設定する変曲点設定部と、
　前記変更区間における、前記変曲点から前記変更区間へ下ろした垂線との交点と前記第
２の位置との間に収束点を設定する収束点設定部と、
　前記第１の位置から前記収束点を通って前記第２の位置へ到る複数のラインの内、前記
変曲点の最も近くを通るラインを、前記推奨ルートとして決定することによって、前記第
１のラインと前記第２のラインからなる前記推奨ルートを生成する生成部と、
　を有する、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記生成部は、前記変更区間に進入する際の移動体の位置を前記第１の位置として用い
る、請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　運転者によって運転される移動体が第１地点から第２地点へ移動する際に通過する予定
の道路上の中央を通る第１線と、異なる前記道路上を通る前記第１線間をつなぐ曲率一定
の円弧である第２線と、によって構成される走行予定ルートにおける変更区間を、前記変
更区間における前記移動体の走行方向の上流側端部である第１の位置に連続する第１のラ
インと、前記変更区間における前記移動体の走行方向の下流側端部である第２の位置に連
続する第２のラインであって前記第１のラインより長い前記第２のラインと、で表した推
奨ルートを生成する推奨経路生成ステップを有し、
　前記変更区間は、右折、左折、および所定の曲率半径以下のカーブ、の少なくとも１つ
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を示し、
　前記第２のラインに少なくとも一部が重複し且つ前記第２の位置を通る前記第１線を延
長した直線である接線と、前記第２の位置を通り且つ前記走行予定ルートにおける前記変
更区間から退出した後の前記移動体の走行方向に対して直交する直線である出口ラインと
、の成す角度が所定角度範囲内であり、
　前記推奨経路生成ステップは、
　前記第１の位置から前記変更区間への進入方向に沿って伸ばした線と、前記第２の位置
から該変更区間から退出した後の走行方向の逆向きに沿って伸ばした線と、前記第２線と
、に囲まれる設定領域内に、変曲点を設定する変曲点設定ステップと、
　前記第１の位置と前記変曲点、および前記変曲点と前記第２の位置とを結ぶ線を生成す
ることによって、前記変更区間が前記第１のラインと前記第２のラインとからなる、前記
推奨ルートを生成する生成ステップと、
　を含む、情報処理方法。
【請求項１０】
　運転者によって運転される移動体であって、
　前記移動体が第１地点から第２地点へ移動する際に通過する予定の道路上の中央を通る
第１線と、異なる前記道路上を通る前記第１線間をつなぐ曲率一定の円弧である第２線と
、によって構成される走行予定ルートにおける変更区間を、前記変更区間における前記移
動体の走行方向の上流側端部である第１の位置に連続する第１のラインと、前記変更区間
における前記移動体の走行方向の下流側端部である第２の位置に連続する第２のラインで
あって前記第１のラインより長い前記第２のラインと、で表した推奨ルートを生成する推
奨経路生成部と、
　前記推奨ルートを、当該移動体の動力部を制御する動力制御部へ出力する出力制御部と
、
　を備え、
　前記変更区間は、右折、左折、および所定の曲率半径以下のカーブ、の少なくとも１つ
を示し、
　前記第２のラインに少なくとも一部が重複し且つ前記第２の位置を通る前記第１線を延
長した直線である接線と、前記第２の位置を通り且つ前記走行予定ルートにおける前記変
更区間から退出した後の前記移動体の走行方向に対して直交する直線である出口ラインと
、の成す角度が所定角度範囲内であり、
　前記推奨経路生成部は、
　前記第１の位置から前記変更区間への進入方向に沿って伸ばした線と、前記第２の位置
から該変更区間から退出した後の走行方向の逆向きに沿って伸ばした線と、前記第２線と
、に囲まれる設定領域内に、変曲点を設定する変曲点設定部と、
　前記第１の位置と前記変曲点、および前記変曲点と前記第２の位置とを結ぶ線を生成す
ることによって、前記変更区間が前記第１のラインと前記第２のラインとからなる、前記
推奨ルートを生成する生成部と、
　を有する、
　移動体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施の形態は、情報処理装置、情報処理方法、および移動体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の操舵を自動で行う、自動運転技術が注目されている。例えば、車両周辺の環境
情報に基づいた走行を支援する技術が開示されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、車両前方の道路形状に応じて、車両の操舵制御を行う技術が
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開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１２２７１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、車両などの移動体の走行時において、走行方向の変更を示す変更区間について
は、安全走行の観点などから、より早く運転者の視点を変更区間の出口側に向けるように
促すことが好ましい。しかし、従来では、走行方向の変更を示す変更区間についての考慮
がなされておらず、十分な走行支援がなされていなかった。
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、走行支援性能の向上を図ることができる、情報処理
装置、情報処理方法、および移動体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施の形態の情報処理装置は、運転車によって運転される移動体が第１地点から第２地
点へ移動する際に通過する予定の道路上の中央を通る第１線と、異なる前記道路上を通る
前記第１線間をつなぐ曲率一定の円弧である第２線と、によって構成される走行予定ルー
トにおける変更区間を、前記変更区間における前記移動体の走行方向の上流側端部である
第１の位置に連続する第１のラインと、前記変更区間における前記移動体の走行方向の下
流側端部である第２の位置に連続する第２のラインであって前記第１のラインより長い前
記第２のラインと、で表した推奨ルートを生成する推奨経路生成部、を備える。前記変更
区間は、右折、左折、および所定の曲率半径以下のカーブ、の少なくとも１つを示し、前
記第２のラインは、前記第２のラインに少なくとも一部が重複し且つ前記第２の位置を通
る前記第１線を延長した直線である接線と、前記第２の位置を通り且つ前記走行予定ルー
トにおける前記変更区間から退出した後の前記移動体の走行方向に対して直交する直線で
ある出口ラインと、の成す角度が所定角度範囲内である。前記推奨経路生成部は、前記第
１の位置から前記変更区間への進入方向に沿って伸ばした線と、前記第２の位置から該変
更区間から退出した後の走行方向の逆向きに沿って伸ばした線と、前記走行予定ルートに
おける弧状の前記変更区間と、に囲まれる設定領域内に、変曲点を設定する変曲点設定部
と、前記第１の位置と前記変曲点、および前記変曲点と前記第２の位置とを結ぶ線を生成
することによって、前記変更区間が前記第１のラインと前記第２のラインとからなる、前
記推奨ルートを生成する生成部と、を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】移動体を示す図。
【図２】移動体の構成を示すブロック図。
【図３】推奨ルートの説明図。
【図４】第２のラインの接線と出口ラインとの成す角度の説明図。
【図５】変更区間を示す模式図。
【図６】変曲点の設定の説明図。
【図７】推奨ルートの説明図。
【図８】表示画像の一例を示す模式図。
【図９】情報処理の手順を示すフローチャート。
【図１０】移動体の構成を示すブロック図。
【図１１】収束点の設定の説明図。
【図１２】推奨ルートの説明図。
【図１３】推奨ルートの模式図。
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【図１４】情報処理の手順を示すフローチャート。
【図１５】ハードウェア構成図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に添付図面を参照して、情報処理装置、情報処理方法、および移動体を詳細に説明
する。
【００１０】
（第１の実施の形態）
　図１は、本実施の形態の移動体１０の一例を示す図である。
【００１１】
　移動体１０は、情報処理装置２０と、出力回路１０Ａと、センサ１０Ｂと、入力装置１
０Ｃと、動力制御回路１０Ｇと、動力部１０Ｈと、を備える。
【００１２】
　情報処理装置２０は、移動体１０の推奨ルートを生成する（詳細後述）。情報処理装置
２０は、例えば、専用または汎用コンピュータである。本実施の形態では、情報処理装置
２０が、移動体１０に搭載されている場合を一例として説明する。
【００１３】
　移動体１０は、移動可能な物体である。移動体１０は、例えば、車両（自動二輪車、自
動四輪車、自転車）、台車、ロボット、船舶、飛翔体（飛行機、ドローンなど）である。
移動体１０は、例えば、人による運転操作を介して走行する移動体や、人による運転操作
を介さずに自動的に走行（自律走行）可能な移動体である。自動走行可能な移動体は、例
えば、自動運転車両である。本実施の形態の移動体１０は、自律走行可能な移動体である
場合を一例として説明する。
【００１４】
　なお、情報処理装置２０は、移動体１０に搭載された形態に限定されない。情報処理装
置２０は、静止物に搭載されていてもよい。静止物は、移動不可能な物や、地面に対して
静止した状態の物である。静止物は、例えば、ガードレール、ポール、駐車車両、道路標
識、などである。また、情報処理装置２０は、クラウド上で処理を実行するクラウドサー
バに搭載されていてもよい。
【００１５】
　動力部１０Ｈは、移動体１０に搭載された、駆動するデバイスである。動力部１０Ｈは
、例えば、エンジン、モータ、車輪、などである。
【００１６】
　動力制御回路１０Ｇは、動力部１０Ｈを制御する。動力制御回路１０Ｇの制御によって
動力部１０Ｈが駆動する。例えば、動力制御回路１０Ｇは、情報処理装置２０で生成され
た推奨ルートに従って移動体１０が移動するように、移動体１０の動力部１０Ｈを制御す
る。
【００１７】
　出力回路１０Ａは、各種情報を出力する。本実施の形態では、出力回路１０Ａは、上記
推奨ルートを示す出力情報を、出力する。
【００１８】
　出力回路１０Ａは、例えば、出力情報を送信する通信機能、出力情報を表示する表示機
能、出力情報を示す音を出力する音出力機能、などを備える。例えば、出力回路１０Ａは
、通信回路１０Ｄと、ディスプレイ１０Ｅと、スピーカ１０Ｆと、を含む。
【００１９】
　通信回路１０Ｄは、出力情報を他の装置へ送信する。例えば、通信回路１０Ｄは、公知
の通信回線を介して出力情報を送信する。ディスプレイ１０Ｅは、出力情報を表示する。
ディスプレイ１０Ｅは、例えば、公知のＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓ
ｐｌａｙ）や投影装置やライトなどである。スピーカ１０Ｆは、出力情報を示す音を出力
する。
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【００２０】
　入力装置１０Ｃは、ユーザからの各種指示や情報入力を受け付ける。入力装置１０Ｃは
、例えば、マウスやトラックボール等のポインティングデバイス、あるいはキーボード等
の入力デバイスである。また、入力装置１０Ｃは、ディスプレイ１０Ｅと一体的に設けら
れたタッチパネルにおける入力機能であってもよい。
【００２１】
　センサ１０Ｂは、移動体１０の走行環境を取得するセンサである。走行環境は、例えば
、移動体１０の観測情報や、移動体１０の周辺情報である。センサ１０Ｂは、例えば、外
界センサや内界センサである。
【００２２】
　内界センサは、観測情報を観測するセンサである。観測情報は、少なくとも移動体１０
の加速度を含む情報である。具体的には、観測情報は、移動体１０の加速度、移動体１０
の速度、移動体１０の角速度、の少なくとも１つを含む。
【００２３】
　内界センサは、例えば、慣性計測装置（ＩＭＵ：Ｉｎｅｒｔｉａｌ　Ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ　Ｕｎｉｔ）、加速度センサ、速度センサ、ロータリエンコーダ、などである。Ｉ
ＭＵは、移動体１０の三軸加速度および三軸角速度を含む観測情報を観測する。
【００２４】
　外界センサは、移動体１０の周辺情報を観測する。外界センサは、移動体１０に搭載さ
れていてもよいし、該移動体１０の外部（例えば、他の移動体や外部装置など）に搭載さ
れていてもよい。
【００２５】
　周辺情報は、移動体１０の周辺の状況を示す情報である。移動体１０の周辺とは、該移
動体１０から予め定めた範囲内の領域である。この範囲は、外界センサの観測可能な範囲
である。この範囲は、予め設定すればよい。
【００２６】
　周辺情報は、例えば、移動体１０の周辺の撮影画像および距離情報の少なくとも一方で
ある。なお、周辺情報は、移動体１０の位置情報を含んでいてもよい。撮影画像は、撮影
によって得られる撮影画像データである（以下、単に、撮影画像と称する場合がある）。
距離情報は、移動体１０から対象までの距離を示す情報である。対象は、外界における、
外界センサによって観測可能な箇所である。位置情報は、相対位置であってもよいし、絶
対位置であってもよい。
【００２７】
　外界センサは、例えば、撮影によって撮影画像を得る撮影装置、距離センサ（ミリ波レ
ーダ、レーザセンサ、距離画像センサ）、位置センサ（ＧＮＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖ
ｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓ
ｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）、無線通信装置）などである。
【００２８】
　撮影画像は、画素ごとに画素値を規定したデジタル画像データや、画素毎にセンサ１０
Ｂからの距離を規定したデプスマップなどである。レーザセンサは、例えば、水平面に対
して平行に設置された二次元ＬＩＤＡＲ（Ｌａｓｅｒ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｄｅｔｅｃｔｉ
ｏｎ　ａｎｄ　Ｒａｎｇｉｎｇ）センサや、三次元ＬＩＤＡＲセンサである。
【００２９】
　次に、移動体１０の電気的構成について詳細に説明する。図２は、移動体１０の構成の
一例を示すブロック図である。
【００３０】
　移動体１０は、情報処理装置２０と、出力回路１０Ａと、センサ１０Ｂと、入力装置１
０Ｃと、動力制御回路１０Ｇと、動力部１０Ｈと、を備える。出力回路１０Ａは、上述し
たように、通信回路１０Ｄと、ディスプレイ１０Ｅと、スピーカ１０Ｆと、を含む。
【００３１】
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　情報処理装置２０、出力回路１０Ａ、センサ１０Ｂ、入力装置１０Ｃ、および動力制御
回路１０Ｇは、バス２０Ｊを介して接続されている。動力部１０Ｈは、動力制御回路１０
Ｇに接続されている。
【００３２】
　情報処理装置２０は、記憶回路２０Ｂと、処理回路２０Ａと、を有する。すなわち、出
力回路１０Ａ、センサ１０Ｂ、入力装置１０Ｃ、動力制御回路１０Ｇ、処理回路２０Ａ、
および記憶回路２０Ｂは、バス２０Ｊを介して処理回路２０Ａに接続されている。
【００３３】
　なお、記憶回路２０Ｂ、出力回路１０Ａ（通信回路１０Ｄ、ディスプレイ１０Ｅ、スピ
ーカ１０Ｆ）、センサ１０Ｂ、入力装置１０Ｃ、および動力制御回路１０Ｇ、の少なくと
も１つは、有線または無線で処理回路２０Ａに接続すればよい。また、記憶回路２０Ｂ、
出力回路１０Ａ（通信回路１０Ｄ、ディスプレイ１０Ｅ、スピーカ１０Ｆ）、センサ１０
Ｂ、入力装置１０Ｃ、および動力制御回路１０Ｇ、の少なくとも１つと、処理回路２０Ａ
と、をネットワークを介して接続してもよい。
【００３４】
　記憶回路２０Ｂは、各種データを記憶する。記憶回路２０Ｂは、例えば、ＲＡＭ（Ｒａ
ｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ等の半導体メモリ素子、ハ
ードディスク、光ディスク等である。なお、記憶回路２０Ｂは、情報処理装置２０の外部
に設けられた記憶装置であってもよい。また、記憶回路２０Ｂは、記憶媒体であってもよ
い。具体的には、記憶媒体は、プログラムや各種情報を、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ）やインターネットなどを介してダウンロードして記憶または一時記憶
したものであってもよい。また、記憶回路２０Ｂを、複数の記憶媒体から構成してもよい
。
【００３５】
　処理回路２０Ａは、取得機能２０Ｃと、推奨経路生成機能２０Ｄと、出力制御機能２０
Ｅと、を備える。推奨経路生成機能２０Ｄは、変更区間判断機能２０Ｆと、特定機能２０
Ｇと、変曲点設定機能２０Ｈと、生成機能２０Ｉと、を有する。
【００３６】
　処理回路２０Ａにおける各処理機能は、コンピュータによって実行可能なプログラムの
形態で記憶回路２０Ｂへ記憶されている。処理回路２０Ａは、プログラムを記憶回路２０
Ｂから読出、実行することで、各プログラムに対応する機能を実現するプロセッサである
。
【００３７】
　各プログラムを読み出した状態の処理回路２０Ａは、図２の処理回路２０Ａ内に示され
た各機能を有することになる。図２においては単一の処理回路２０Ａによって、取得機能
２０Ｃ、推奨経路生成機能２０Ｄ（変更区間判断機能２０Ｆ、特定機能２０Ｇ、変曲点設
定機能２０Ｈ、生成機能２０Ｉ）、および出力制御機能２０Ｅが実現されるものとして説
明する。
【００３８】
　なお、各機能の各々を実現するための独立した複数のプロセッサを組み合わせて処理回
路２０Ａを構成してもよい。この場合、各プロセッサがプログラムを実行することにより
各機能を実現する。また、各処理機能がプログラムとして構成され、１つの処理回路が各
プログラムを実行する場合であってもよいし、特定の機能が専用の独立したプログラム実
行回路に実装される場合であってもよい。
【００３９】
　なお、本実施の形態および後述する実施の形態において用いる「プロセッサ」との文言
は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＧＰＵ（Ｇ
ｒａｐｈｉｃａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）或いは、特定用途向け集積回路（
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：
ＡＳＩＣ）、プログラマブル論理デバイス（例えば、単純プログラマブル論理デバイス（
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Ｓｉｍｐｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ：ＳＰＬＤ）、複
合プログラマブル論理デバイス（Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉ
ｃ　Ｄｅｖｉｃｅ：ＣＰＬＤ）、及びフィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆｉｅｌ
ｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ：ＦＰＧＡ））の回路を意味する
。
【００４０】
　プロセッサは、記憶回路２０Ｂに保存されたプログラムを読み出し実行することで機能
を実現する。なお、記憶回路２０Ｂにプログラムを保存する代わりに、プロセッサの回路
内にプログラムを直接組み込むよう構成しても構わない。この場合、プロセッサは回路内
に組み込まれたプログラムを読み出し実行することで機能を実現する。
【００４１】
　取得機能２０Ｃは、走行予定ルートを取得する。走行予定ルートは、移動体１０がある
地点からある地点へ移動する際に通過する予定のルートである。例えば、走行予定ルート
は、移動体１０の現在地から目的地へ移動する際に通過する予定のルートである。
【００４２】
　具体的には、走行予定ルートは、ある地点（例えば、移動体１０の現在地）から他の地
点（例えば、目的地）へ移動する際に通過する道路上を通る線と、異なる道路上を通る線
間をつなぐ線と、によって構成される。道路上を通る線は、例えば、通過する道路の中央
（走行方向に沿った車線の中央）を通る線である。また、異なる道路上を通る線間をつな
ぐ線は、例えば、一方の道路上を通る線の端部と、他方の道路上を通る線の端部と、を曲
率が一定の円弧を描くように結ぶ線である。
【００４３】
　なお、走行予定ルートは、通過する道路の識別情報（以下、道路ＩＤと称する場合があ
る）や、移動体１０の推奨速度を示す速度情報を、更に含むものであってもよい。
【００４４】
　取得機能２０Ｃは、通信回路１０Ｄを介して外部装置から走行予定ルートを取得する。
なお、取得機能２０Ｃは、記憶回路２０Ｂから走行予定ルートを取得してもよい。また、
取得機能２０Ｃは、通信回路１０Ｄ、センサ１０Ｂ、入力装置１０Ｃ、および記憶回路２
０Ｂの少なくとも１つから取得した情報を用いて、走行予定ルートを生成してもよい。
【００４５】
　走行予定ルートを生成する場合、例えば、取得機能２０Ｃは、移動体１０の現在の位置
情報をセンサ１０Ｂ（例えばＧＰＳ）から取得する。また、取得機能２０Ｃは、移動体１
０の現在の位置を含む地図データを、取得する。取得機能２０Ｃは、例えば、記憶回路２
０Ｂや、通信回路１０Ｄを介して外部装置から、地図データを取得する。
【００４６】
　また、取得機能２０Ｃは、入力装置１０Ｃから、目的地の位置情報を受付ける。例えば
、ユーザは、ディスプレイ１０Ｅに表示された地図を参照しながら、所望の目的地を入力
する。入力装置１０Ｃは、受付けた目的地の位置情報を処理回路２０Ａへ出力する。これ
により、取得機能２０Ｃは、目的地の位置情報を受付ける。
【００４７】
　そして、取得機能２０Ｃは、取得した地図データの地図上における、移動体１０の現在
の位置（現在地）と、受付けた目的地と、をむすぶ走行予定ルートを、公知の方法で作成
する。例えば、取得機能２０Ｃは、通過する道路の車線の中央（走行方向に沿った車線の
中央）を通る線を算出する。道路に複数の車線が存在する場合には、取得機能２０Ｃは、
目的地までの走行方向に沿って走行する移動体１０の走行する対象となる車線について、
中央を通る線を算出すればよい。
【００４８】
　また、交差点などを通過することで、ある道路から他の道路へと移動する区間について
は、取得機能２０Ｃは、一方の道路の車線の中央に沿った線と、該他の道路の車線の中央
に沿った線と、を弧状の線で接続すればよい。弧状の線の曲率半径は、例えば、該区間の
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道路に描かれている路面標識（右左折の方向を示す矢印）に沿った曲率半径とする。
【００４９】
　そして、取得機能２０Ｃは、算出した線をつなげることによって示される、移動体１０
の現在地から目的地までのルートを、走行予定ルートとして算出すればよい。
【００５０】
　また、取得機能２０Ｃは、移動体１０の推奨速度を示す速度情報を更に含む走行予定ル
ートを算出する場合には、以下の方法を用いればよい。例えば、取得機能２０Ｃは、セン
サ１０Ｂにおける外界センサから取得した、道路形状や標識から、走行予定ルートに沿っ
た各地点の推奨速度を算出する。また、取得機能２０Ｃは、センサ１０Ｂにおける外界セ
ンサを用いて、移動体１０の周囲の速度を計測し、計測した速度を、現在の位置の推奨速
度として算出する。そして、取得機能２０Ｃは、走行予定ルートに沿った各地点に、推奨
速度を示す速度情報を対応づければよい。
【００５１】
　推奨経路生成機能２０Ｄは、推奨経路生成部の一例である。推奨経路生成機能２０Ｄは
、推奨ルートを生成する。図３は、推奨ルート４０の説明図である。
【００５２】
　推奨経路生成機能２０Ｄは、走行予定ルート３０における変更区間３０Ａが、第１のラ
インＬ１と第２のラインＬ２とからなる、推奨ルート４０を生成する。
【００５３】
　図３は、推奨ルート４０生成の一例を示す説明図である。変更区間３０Ａは、走行予定
ルート３０における、所定範囲内の走行方向の変更を示す区間である。変更区間３０Ａは
、例えば、走行予定ルート３０における、右折、左折、および所定の曲率半径以下のカー
ブ、の少なくとも１つを示す区間である。すなわち、変更区間３０Ａは、走行予定ルート
３０における、走行予定ルート３０に沿って走行する移動体１０が右折、左折、または所
定の曲率半径以下のカーブ、を走行する区間である。図３には、変更区間３０Ａとして、
走行予定ルート３０に沿って走行する移動体１０が右折走行する区間を例示した。
【００５４】
　変更区間３０Ａを示す所定の曲率半径は、予め設定すればよい。また、変更区間３０Ａ
を示す所定の曲率半径は、ユーザによる入力装置１０Ｃの入力などによって、変更可能と
してもよい。変更区間３０Ａを示す所定の曲率半径は、例えば、１．５ｍ以上１００ｍ以
下の範囲が好ましく、曲率半径が５ｍ以上２０ｍ以下の範囲が特に好ましい。
【００５５】
　変更区間３０Ａは、走行方向に沿って、走行予定ルート３０における、曲率の開始する
開始位置（直線が弧状となりはじめる位置）より前の位置から、曲率の終了する終了位置
（弧状が直線となり始める位置）より後ろの位置までを含む区間であってもよい。
【００５６】
　第１のラインＬ１は、変更区間３０Ａに進入する際の第１の位置Ｐ１に連続するライン
である。第２のラインＬ２は、変更区間３０Ａから退出する際の第２の位置Ｐ２に連続す
るラインである。第１のラインＬ１における第１の位置Ｐ１とは反対側の端部と、第２の
ラインＬ２における第２の位置Ｐ２とは反対側の端部と、は連結されている。第２のライ
ンＬ２は、第１のラインＬ１より長い。また、第２のラインＬ２の接線４１と、変更区間
３０Ａの出口ライン３２と、の成す角度θは、所定角度範囲内である。
【００５７】
　第１の位置Ｐ１は、上述した通り、変更区間３０Ａに進入する際の位置である。言い換
えると第１の位置Ｐ１は、変更区間３０Ａにおける、移動体１０の走行方向Ｘの上流側の
端部に相当する。
【００５８】
　第２の位置Ｐ２は、上述した通り、変更区間３０Ａから退出する際の位置である。言い
換えると、第２の位置Ｐ２は、変更区間３０Ａにおける、移動体１０の走行方向Ｘの下流
側の端部に相当する。
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【００５９】
　出口ライン３２は、第２の位置Ｐ２を通り、且つ、走行予定ルート３０における変更区
間３０Ａから退出した後の走行方向Ｘ２に対して直交する直線である。
【００６０】
　第２のラインＬ２は、第２のラインＬ２の接線４１と出口ライン３２との成す角度θが
、所定角度範囲内のラインである。図４は、第２のラインＬ２の接線４１と、出口ライン
３２と、の成す角度θの説明図である。
【００６１】
　第２のラインＬ２の接線４１と出口ライン３２との成す角度θは、所定角度範囲内であ
ればよい。所定角度範囲は、少なくとも９０°を含む範囲であればよい。詳細には、角度
θの所定角度範囲は、９０°±１０°や、９０°±５°などである。また、角度θの所定
角度範囲は、直角に交わる交差点の場合、変更区間３０Ａが出口ライン３２に突入する角
度θ’以上９０°以下であることが好ましい。
【００６２】
　図３に戻り説明を続ける。また、第２のラインＬ２の曲率半径は、変更区間３０Ａの曲
率半径より大きいことが好ましい。
【００６３】
　また、第１のラインＬ１および第２のラインＬ２の双方の曲率半径が、変更区間３０Ａ
の曲率半径より大きいことが好ましい。例えば、第１のラインＬ１および第２のラインＬ
２の曲率半径は、変更区間３０Ａの曲率半径の１．５倍以上や、２倍以上である。
【００６４】
　また、第１のラインＬ１と第２のラインＬ２の曲率半径は、同じであってもよいし、異
なっていてもよい。例えば、第２のラインＬ２の曲率半径は、第１のラインＬ１の曲率半
径より大きいことが好ましい。具体的には、第２のラインＬ２の曲率半径は、第１のライ
ンＬ１の曲率半径の、１．５倍、２倍、２．５倍、３倍、３．５倍などである。
【００６５】
　推奨経路生成機能２０Ｄは、走行予定ルート３０における変更区間３０Ａが、第１のラ
インＬ１と第２のラインＬ２とからなる、推奨ルート４０を生成する。
【００６６】
　推奨経路生成機能２０Ｄは、走行予定ルート３０における変更区間３０Ａについて、上
記特性を満たす第１のラインＬ１と第２のラインＬ２を生成することで、推奨ルート４０
を生成する。推奨経路生成機能２０Ｄは、上記特性を満たす第１のラインＬ１と第２のラ
インＬ２とを生成すればよく、第１のラインＬ１と第２のラインＬ２の生成方法は、限定
されない。
【００６７】
　本実施の形態では、推奨経路生成機能２０Ｄが、変曲点を用いて推奨ルート４０を生成
する場合を説明する。以下、詳細を説明する。
【００６８】
　本実施の形態では、推奨経路生成機能２０Ｄは、変更区間判断機能２０Ｆと、特定機能
２０Ｇと、変曲点設定機能２０Ｈと、生成機能２０Ｉと、を有する。
【００６９】
　変更区間判断機能２０Ｆは、変更区間判断部の一例である。変更区間判断機能２０Ｆは
、取得機能２０Ｃで取得した走行予定ルート３０に、変更区間３０Ａが存在するか否かを
判断する。
【００７０】
　変更区間判断機能２０Ｆは、走行予定ルート３０に、右折、左折、所定の曲率半径以下
のカーブ、の何れかが存在するか否かを判断することで、変更区間３０Ａが存在するか否
かを判断する。また、変更区間判断機能２０Ｆは、走行予定ルート３０における、変更区
間３０Ａを特定する。
【００７１】
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　例えば、変更区間判断機能２０Ｆは、走行予定ルート３０における、曲率半径が上述し
た所定の曲率半径以下のカーブを示す区間を、変更区間３０Ａとして特定する。
【００７２】
　また、変更区間判断機能２０Ｆは、走行予定ルート３０における、交差点の右折または
左折を示す区間を、変更区間３０Ａとして特定する。具体的には、変更区間判断機能２０
Ｆは、走行予定ルート３０における、走行方向に沿って隣接する異なる道路間をつなぐ線
の区間を、変更区間３０Ａとして特定する。走行予定ルート３０における、走行方向にそ
って隣接する異なる道路間は、走行予定ルート３０に示される、走行方向に沿って隣接す
る道路ＩＤの異なる領域を判別することで、特定すればよい。
【００７３】
　また、変更区間判断機能２０Ｆは、移動体１０の周辺の道路標識や、地図データから取
得した道路標識などを用いて、交差点であるか否かを判断し、変更区間３０Ａを特定して
もよい。
【００７４】
　このようにして、変更区間判断機能２０Ｆは、走行予定ルート３０における、交差点を
右折または左折する区間や、所定の曲率半径以下のカーブを示す区間（図５参照）を、変
更区間３０Ａとして特定する。
【００７５】
　なお、移動体１０の走行する車線の幅が閾値以下である場合には、変更区間判断機能２
０Ｆは、所定の曲率半径以下のカーブであっても、変更区間３０Ａとして特定しないよう
にしてもよい。この閾値は、例えば、移動体１０の車幅の２倍未満の値、車幅の１．５倍
以下の値、などである。これは、このような幅の車線の場合、走行予定ルート３０を変更
することが難しいからである。
【００７６】
　図２に戻り、説明を続ける。なお、変更区間判断機能２０Ｆは、移動体１０が走行予定
ルート３０に沿って走行する前に、該走行予定ルート３０に含まれる変更区間３０Ａを判
断および特定してもよい。
【００７７】
　また、変更区間判断機能２０Ｆは、移動体１０が走行予定ルート３０に沿って走行中で
あるときに、該移動体１０の走行方向の前方に変更区間３０Ａが存在するか否かを判断お
よび特定してもよい。移動体１０が走行中である場合には、推奨経路生成機能２０Ｄは、
変更区間判断機能２０Ｆによって変更区間３０Ａが存在すると判断された場合、推奨ルー
ト４０を作成してもよい。
【００７８】
　本実施の形態では、移動体１０が走行中であるときに、推奨経路生成機能２０Ｄが、推
奨ルート４０の生成処理を行う場合を、一例として説明する。
【００７９】
　特定機能２０Ｇは、変更区間判断機能２０Ｆで特定した変更区間３０Ａについて、出口
ライン３２と、第１の位置Ｐ１と、第２の位置Ｐ２と、を特定する。
【００８０】
　図３に示すように、特定機能２０Ｇは、変更区間３０Ａにおける第１の位置Ｐ１を特定
する。特定機能２０Ｇは、走行予定ルート３０上に第１の位置Ｐ１を特定する。特定機能
２０Ｇは、変更区間判断機能２０Ｆで特定した変更区間３０Ａにおける、走行方向Ｘの上
流側の端部を、第１の位置Ｐ１として特定する。なお、特定機能２０Ｇは、走行予定ルー
ト３０における、変更区間３０Ａより前（走行方向Ｘの上流側）の位置から変更区間３０
Ａへ進入した際に曲率の発生し始める位置を、第１の位置Ｐ１として特定してもよい。ま
た、特定機能２０Ｇは、走行予定ルート３０における、変更区間３０Ａより前（走行方向
Ｘの上流側）の位置であって、変更区間３０Ａへの進入方向（矢印Ｘ１方向）に沿った直
線上に、第１の位置Ｐ１を特定してもよい。
【００８１】
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　また、特定機能２０Ｇは、変更区間３０Ａにおける第２の位置Ｐ２を特定する。特定機
能２０Ｇは、走行予定ルート３０上に第２の位置Ｐ２を特定する。特定機能２０Ｇは、変
更区間判断機能２０Ｆで特定した変更区間３０Ａにおける、走行方向Ｘの下流側の端部を
、第２の位置Ｐ２として特定する。なお、特定機能２０Ｇは、変更区間３０Ａより後（走
行方向Ｘの下流側）の位置であって、変更区間３０Ａから退出した後の走行方向Ｘ２に沿
った直線上に、第２の位置Ｐ２を特定してもよい。
【００８２】
　また、特定機能２０Ｇは、出口ライン３２を特定する。特定機能２０Ｇは、第２の位置
Ｐ２を通り、且つ、走行予定ルート３０における変更区間３０Ａから退出した後の走行方
向Ｘ２に対して直交する直線を、出口ライン３２として特定する。
【００８３】
　なお、第１の位置Ｐ１、第２の位置Ｐ２、および出口ライン３２は、あくまでも仮想の
位置および仮想のラインであり、実空間上には、これらの点や線は存在しない。
【００８４】
　なお、特定機能２０Ｇは、道路Ｒの路面における、変更区間３０Ａから退出した位置や
該位置の近辺に存在する、停止線を示す道路標識や、横断歩道の示す歩行方向に沿った直
線を、出口ライン３２として特定してもよい。
【００８５】
　図２に戻り、説明を続ける。変曲点設定機能２０Ｈは、変曲点設定部の一例である。変
曲点設定機能２０Ｈは、変更区間３０Ａに応じた設定領域内に、変曲点を設定する。本実
施の形態では、変曲点設定機能２０Ｈは、設定領域内に、１点の変曲点を設定する。
【００８６】
　図６は、変曲点３８の設定の一例を示す説明図である。変曲点設定機能２０Ｈは、設定
領域Ｓ内に、１点の変曲点３８（例えば、変曲点３８Ａ）を設定する。
【００８７】
　設定領域Ｓは、第１の位置Ｐ１を通り且つ変更区間３０Ａへの進入方向（矢印Ｘ１方向
）に沿って伸ばした線３４と、第２の位置Ｐ２を通り且つ変更区間３０Ａから退出した後
の走行方向（矢印Ｘ２方向）に沿って伸ばした線３６と、弧状の変更区間３０Ａと、に囲
まれる領域である。なお、線３４および線３６は、直線であることが好ましい。
【００８８】
　変曲点設定機能２０Ｈは、設定領域Ｓ内に１点の変曲点３８（例えば、変曲点３８Ａ）
を設定する。
【００８９】
　本実施の形態では、変曲点設定機能２０Ｈは、設定領域Ｓ内における、中心線３９上に
、変曲点３８を設定する。中心線３９は、変更区間３０Ａから退出した際に走行する道路
Ｒ２の中心線である。言い換えると、中心線３９は、道路Ｒ２の道路幅の中央を通り、且
つ、該道路Ｒ２の走行方向に沿って伸びる直線である。詳細には、中心線３９は、変更区
間３０Ａから退出した際に走行する道路Ｒ２の、走行予定の車線における、走行方向に向
かって右側の側縁に沿って伸びる直線である。このため、例えば、移動体１０が、変更区
間３０Ａから退出した際に走行する道路Ｒ２における、図６に示す片側２車線の道路の左
側の車線を走行する予定であると仮定する。この場合、変曲点設定機能２０Ｈは、該車線
の道路幅における、走行方向に向かって右側の側縁に沿って伸びる直線（すなわち、片側
２車線の車線間の境界に沿った線）を、中心線３９とすればよい。
【００９０】
　なお、変曲点設定機能２０Ｈは、弧状の変更区間３０Ａの曲率半径が閾値以下である場
合、変更区間３０Ａの曲率半径が該閾値を超える場合に比べて、設定領域Ｓ内における、
出口ライン３２からより離れた位置に、変曲点３８を設定することが好ましい。また、変
曲点設定機能２０Ｈは、弧状の変更区間３０Ａの曲率半径が閾値以下であり、且つ該曲率
半径が小さいほど、設定領域Ｓにおける、出口ライン３２からより離れた位置に、変曲点
３８を設定することが好ましい。
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【００９１】
　例えば、変曲点設定機能２０Ｈは、弧状の変更区間３０Ａの曲率半径が閾値を超える場
合、設定領域Ｓ内における、位置Ｇ１に変曲点３８Ａを設定する。一方、変曲点設定機能
２０Ｈは、弧状の変更区間３０Ａの曲率半径が閾値以下である場合、設定領域Ｓにおける
、位置Ｇ１より出口ライン３２から離れた位置である位置Ｇ２に、変曲点３８Ｂを設定す
る。さらに、変曲点設定機能２０Ｈは、弧状の変更区間３０Ａの曲率半径が、位置Ｇ２の
設定時に用いた変更区間３０Ａの曲率半径より小さい場合、位置Ｇ２より出口ライン３２
から離れた位置である位置Ｇ３に、変曲点３８Ｃを設定する。
【００９２】
　このため、変曲点設定機能２０Ｈは、弧状の変更区間３０Ａの示す曲率半径が小さいほ
ど（すなわち、曲率が大きいほど、より急カーブであるほど）、設定領域Ｓ内における、
出口ライン３２から離れた位置に、変曲点３８を設定する。
【００９３】
　また、変曲点設定機能２０Ｈは、対向車１１の有無に応じて、設定領域Ｓ内における変
曲点３８の位置を調整してもよい。
【００９４】
　例えば、変曲点設定機能２０Ｈは、第１の位置Ｐ１から変更区間３０Ａへの進入方向（
矢印Ｘ１方向）に沿って伸ばした方向に、他の移動体である対向車１１が存在するか否か
を判断する。詳細には、変曲点設定機能２０Ｈは、第１の位置Ｐ１から変更区間３０Ａへ
の進入方向（矢印Ｘ１方向）に対して逆方向（矢印Ｘ１’方向）に進行し、且つ、該変更
区間３０Ａへ近づく方向へ移動する他の移動体である対向車１１が存在するか否かを判断
する。
【００９５】
　そして、対向車１１が存在する場合、変曲点設定機能２０Ｈは、対向車１１が存在しな
い場合に比べて、設定領域Ｓ内における、出口ライン３２から離れた位置に、変曲点３８
を設定する。
【００９６】
　具体的には、変曲点設定機能２０Ｈは、対向車１１が存在しない場合、設定領域Ｓ内に
おける位置Ｇ１に変曲点３８Ａを設定する。一方、対向車１１が存在する場合、変曲点設
定機能２０Ｈは、設定領域Ｓ内における、位置Ｇ１より出口ライン３２から離れた位置Ｇ
２または位置Ｇ３に、変曲点３８を設定する（変曲点３８Ｂ、変曲点３８Ｃ参照）。
【００９７】
　なお、対向車１１が存在する場合の変曲点３８の位置は、対向車１１が上記逆方向（矢
印Ｘ１’方向）への進行を続けた場合に衝突を回避可能な位置であればよい。具体的には
、対向車１１が存在しない場合の変曲点３８の位置と、対向車１１が存在する場合の変曲
点３８の位置と、は、１車線分の幅（例えば、３．５ｍ）以上離れた位置であることが好
ましい。
【００９８】
　このため、変曲点設定機能２０Ｈは、対向車１１が存在する場合、設定領域Ｓ内におけ
る、出口ライン３２から離れた位置に、変曲点３８を設定する。
【００９９】
　図２に戻り説明を続ける。生成機能２０Ｉは、生成部の一例である。生成機能２０Ｉは
、第１の位置Ｐ１と変曲点３８、および、変曲点３８と第２の位置Ｐ２、の各々を結ぶ線
を生成することによって、第１のラインＬ１と第２のラインＬ２とからなる推奨ルート４
０を生成する。第１の位置Ｐ１と変曲点３８、および、変曲点３８と第２の位置Ｐ２、の
各々を結ぶ線は、各ポイント間をなだらかに結ぶ曲線であることが好ましい。また、第１
の位置Ｐ１と変曲点３８、および、変曲点３８と第２の位置Ｐ２、の各々を結ぶ線は、移
動体１０の走行性能を考慮し、移動体１０が生成された線に沿ってなだらかに走行可能と
なるような弧状の線であることが好ましい。
【０１００】



(14) JP 6727985 B2 2020.7.22

10

20

30

40

50

　図７は、推奨ルート４０の説明図である。例えば、変曲点設定機能２０Ｈが、設定領域
Ｓ内に変曲点３８Ａを設定したと仮定する。この場合、生成機能２０Ｉは、第１の位置Ｐ
１と変曲点３８Ａとを結ぶ線Ｌ１ａと、変曲点３８Ａと第２の位置Ｐ２とを結ぶ線Ｌ２ａ
と、を生成する。これによって、生成機能２０Ｉは、変更区間３０Ａが第１のラインＬ１
と第２のラインＬ２とからなる推奨ルート４０を生成する。
【０１０１】
　また、例えば、変曲点設定機能２０Ｈが、設定領域Ｓ内に変曲点３８Ｂを設定したと仮
定する。この場合、生成機能２０Ｉは、第１の位置Ｐ１と変曲点３８Ｂとを結ぶ線Ｌ１ｂ
と、変曲点３８Ｂと第２の位置Ｐ２とを結ぶ線Ｌ２ｂと、を生成する。これによって、生
成機能２０Ｉは、変更区間３０Ａが第１のラインＬ１と第２のラインＬ２とからなる推奨
ルート４０を生成する。
【０１０２】
　また、例えば、変曲点設定機能２０Ｈが、設定領域Ｓ内に変曲点３８Ｃを設定したと仮
定する。この場合、生成機能２０Ｉは、第１の位置Ｐ１と変曲点３８Ｃとを結ぶ線Ｌ１ｃ
と、変曲点３８Ｃと第２の位置Ｐ２とを結ぶ線Ｌ２ｃと、を生成する。これによって、生
成機能２０Ｉは、変更区間３０Ａが第１のラインＬ１と第２のラインＬ２とからなる推奨
ルート４０を生成する。
【０１０３】
　なお、図７には、第１の位置Ｐ１と変曲点３８とを結ぶ線（Ｌ１ａ、Ｌ１ｂ、Ｌ１ｃ）
が、第１のラインＬ１であり、変曲点３８と第２の位置Ｐ２とを結ぶ線（Ｌ２ａ、Ｌ２ｂ
、Ｌ２ｃ）が、第２のラインＬ２である場合を示した。しかし、第１のラインＬ１と第２
のラインＬ２との連結点は、変曲点３８と一致する形態に限定されない。
【０１０４】
　すなわち、第１のラインＬ１と第２のラインＬ２との連結点は、変曲点３８と不一致で
あってもよい。言い換えると、生成機能２０Ｉは、第１の位置Ｐ１から変曲点３８を介し
て第２の位置Ｐ２に到る線が、上述した特性の第１のラインＬ１と第２のラインＬ２とか
らなる線となるように、推奨ルート４０を生成すればよい。このため、推奨ルート４０上
に、第１の位置Ｐ１、変曲点３８、第１のラインＬ１と第２のラインＬ２との連結点、第
２の位置Ｐ２、の全てが存在することとなる。
【０１０５】
　以上のようにして、推奨経路生成機能２０Ｄは、推奨ルート４０を生成する。ここで、
上述したように、推奨ルート４０は、走行予定ルート３０における所定範囲内の走行方向
の変更を示す変更区間３０Ａが、第１のラインＬ１と第２のラインＬ２とからなる推奨ル
ート４０である。第１のラインＬ１は、変更区間３０Ａに進入する際の第１の位置Ｐ１に
連続するラインである。第２のラインＬ２は、変更区間３０Ａから退出する際の第２の位
置Ｐ２に連続するラインであって、第１のラインＬ１より長く、且つ、第２のラインＬ２
の接線４１と出口ライン３２との成す角度θが所定角度範囲内である。
【０１０６】
　このため、移動体１０が、推奨ルート４０に沿って走行することで、所定範囲内の走行
方向の変更を示す変更区間３０Ａの走行時に、移動体１０の前面を、より早く出口ライン
３２側に対向するように走行させることができる。
【０１０７】
　すなわち、変更区間３０Ａへ進入したときに走行する第１のラインＬ１より、変更区間
３０Ａから退出するときに走行する第２のラインＬ２の方が長いことから、より長く、出
口ライン３２に所定範囲内で突入する第２のラインＬ２に沿って走行して出口ライン３２
へ到ることができる。言い換えると、移動体１０の走行方向の前面を、より早く且つより
長く、出口ライン３２側に向かせることができる。このため、移動体１０の運転者の視線
を、より早く、且つ、より長く、出口ライン３２側に向かせることができる。
【０１０８】
　次に、出力制御機能２０Ｅについて説明する。出力制御機能２０Ｅは、出力制御部の一
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例である。出力制御機能２０Ｅは、推奨経路生成機能２０Ｄで生成された推奨ルート４０
を、動力部１０Ｈを制御する動力制御回路１０Ｇへ出力する。
【０１０９】
　詳細には、出力制御機能２０Ｅは、推奨ルート４０を、動力制御回路１０Ｇおよび出力
回路１０Ａの少なくとも一方へ出力する。
【０１１０】
　まず、出力制御機能２０Ｅが、推奨ルート４０を出力回路１０Ａへ出力する場合を説明
する。例えば、出力制御機能２０Ｅは、推奨ルート４０を含む出力情報を、ディスプレイ
１０Ｅに表示する。図８は、表示画像５０の一例を示す模式図である。例えば、出力制御
機能２０Ｅは、走行予定ルート３０を示す走行予定ルート画像４２と、推奨ルート４０を
示す推奨ルート画像４４と、を地図Ｍ上に配置した表示画像５０を、ディスプレイ１０Ｅ
に表示する。
【０１１１】
　図２に戻り、また、出力制御機能２０Ｅは、推奨ルート４０を示す音を出力するように
スピーカ１０Ｆを制御してもよい。
【０１１２】
　次に、出力制御機能２０Ｅが、推奨ルート４０を動力制御回路１０Ｇへ出力する場合を
説明する。この場合、動力制御回路１０Ｇは、出力制御機能２０Ｅから受付けた推奨ルー
ト４０に応じて、動力部１０Ｈを制御する。
【０１１３】
　例えば、動力制御回路１０Ｇは、推奨ルート４０を用いて、動力部１０Ｈを制御するた
めの動力制御信号を生成し、動力部１０Ｈを制御する。動力制御信号は、動力部１０Ｈに
おける、移動体１０の走行に関する駆動を行う駆動部を制御するための制御信号である。
動力制御信号は、操舵角、アクセル量、などを調整するための制御信号を含む。
【０１１４】
　具体的には、動力制御回路１０Ｇは、移動体１０の現在位置、姿勢、および速度を、セ
ンサ１０Ｂから取得する。
【０１１５】
　そして、動力制御回路１０Ｇは、センサ１０Ｂから取得したこれらの情報と、推奨ルー
ト４０と、を用いて、推奨ルート４０と移動体１０の現在位置との偏差がゼロとなるよう
に、実際の走行支援に用いる走行推奨ルートを生成する。この走行推奨ルートの生成には
、公知の方法を用いればよい。また、動力制御回路１０Ｇは、走行推奨ルートに、移動体
１０の推奨速度を設定してもよい。さらに、動力制御回路１０Ｇは、走行推奨ルートに沿
った走行を行うための動力制御信号を生成し、動力部１０Ｈへ出力する。
【０１１６】
　これによって、動力制御回路１０Ｇは、走行推奨ルートに沿った走行を行うように、動
力部１０Ｈ（移動体１０の操舵、エンジンなど）を制御する。このため、移動体１０は、
推奨ルート４０に応じたルートに沿って走行する。
【０１１７】
　なお、推奨ルート４０から走行推奨ルートを生成する処理や、動力制御信号を生成する
処理の少なくとも一部を、出力制御機能２０Ｅ側で行ってもよい。
【０１１８】
　次に、処理回路２０Ａが実行する情報処理の手順を説明する。図９は、処理回路２０Ａ
が実行する情報処理の手順の一例を示す、フローチャートである。
【０１１９】
　まず、取得機能２０Ｃが、走行予定ルート３０を取得する（ステップＳ１００）。次に
、変更区間判断機能２０Ｆが、ステップＳ１００で取得した走行予定ルート３０に、変更
区間３０Ａが存在するか否かを判断する（ステップＳ１０２）。本ルーチンでは、変更区
間判断機能２０Ｆは、走行予定ルート３０における、移動体１０の走行方向の前方に変更
区間３０Ａが存在するか否かを判断する。
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【０１２０】
　ステップＳ１０２で肯定判断すると（ステップＳ１０２：Ｙｅｓ）、ステップＳ１０４
へ進む。ステップＳ１０４では、特定機能２０Ｇが、ステップＳ１０２で判断した（特定
した）変更区間３０Ａについて、出口ライン３２と、第１の位置Ｐ１と、第２の位置Ｐ２
と、を特定する（ステップＳ１０４）。
【０１２１】
　次に、変曲点設定機能２０Ｈが、ステップＳ１０２で特定した変更区間３０Ａについて
、ステップＳ１０４で特定した出口ライン３２、第１の位置Ｐ１、および第２の位置Ｐ２
を用いて、設定領域Ｓ内に変曲点３８を設定する（ステップＳ１０６）。
【０１２２】
　次に、生成機能２０Ｉが、推奨ルート４０を生成する（ステップＳ１０８）。ステップ
Ｓ１０８では、生成機能２０Ｉは、ステップＳ１０４で特定した第１の位置Ｐ１、第２の
位置Ｐ２、出口ライン３２、およびステップＳ１０６で設定した変曲点３８を用いて、第
１の位置Ｐ１と変曲点３８、および、変曲点３８と第２の位置Ｐ２、の各々を結ぶ線を生
成する。これによって、生成機能２０Ｉは、走行予定ルート３０における変更区間３０Ａ
が第１のラインＬ１と第２のラインＬ２とからなる、推奨ルート４０を生成する。そして
、ステップＳ１１０へ進む。
【０１２３】
　一方、上記ステップＳ１０２で否定判断した場合（ステップＳ１０２：Ｎｏ）、ステッ
プＳ１１２へ進む。ステップＳ１１２では、ステップＳ１００で取得した走行予定ルート
３０を、推奨ルート４０として生成する（ステップＳ１１２）。すなわち、走行予定ルー
ト３０に変更区間３０Ａが存在しない場合には、推奨経路生成機能２０Ｄは、走行予定ル
ート３０をそのまま推奨ルート４０として用いる。そして、ステップＳ１１０へ進む。
【０１２４】
　ステップＳ１１０では、出力制御機能２０Ｅは、ステップＳ１０８またはステップＳ１
１２で生成された推奨ルート４０を、動力制御回路１０Ｇおよび出力回路１０Ａの少なく
とも一方へ出力する（ステップＳ１１０）。そして、本ルーチンを終了する。
【０１２５】
　以上説明したように、本実施の形態の情報処理装置２０は、推奨経路生成機能２０Ｄを
備える。推奨経路生成機能２０Ｄは、走行予定ルート３０における所定範囲内の走行方向
の変更を示す変更区間３０Ａが、第１のラインＬ１と第２のラインＬ２とからなる推奨ル
ート４０を生成する。第１のラインＬ１は、変更区間３０Ａに進入する際の第１の位置Ｐ
１に連続するラインである。第２のラインＬ２は、変更区間３０Ａから退出する際の第２
の位置Ｐ２に連続するラインである。第２のラインＬ２は、第１のラインＬ１より長い。
また、第２のラインＬ２の接線４１と出口ライン３２との成す角度θは、所定角度範囲内
である。
【０１２６】
　このため、移動体１０が、推奨ルート４０に沿って走行することで、所定範囲内の走行
方向の変更を示す変更区間３０Ａの走行時に、移動体１０の前面を、より早く出口ライン
３２側に対向させることができる。
【０１２７】
　すなわち、推奨ルート４０は、変更区間３０Ａへ進入したときに走行する第１のライン
Ｌ１より、出口ライン３２側の第２のラインＬ２の方が長い。このため、移動体１０は、
変更区間３０Ａ内において、より早く、且つ、より長く、出口ライン３２に所定範囲内で
突入する第２のラインＬ２に沿って走行することができる。言い換えると、移動体１０の
走行方向の前面を、より早く且つより長く、出口ライン３２側に向かせることができる。
このため、移動体１０の運転者の視線を、より早く、且つ、より長く、出口ライン３２側
に向かせることができる。
【０１２８】
　従って、本実施の形態の情報処理装置２０は、走行支援性能の向上を図ることができる
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。
【０１２９】
　ここで、変更区間３０Ａの出口ライン３２の近辺は、移動体１０の運転者が注視すべき
領域であることが多い。具体的には、変更区間３０Ａの出口ライン３２近辺は、歩行者や
自転車などの障害物の存在確率が高い。このため、移動体１０が推奨ルート４０に沿って
走行することで、移動体１０の運転者の視線を、より早く、且つ、より長く、出口ライン
３２側（すなわち、注視すべき領域側）に向かせることができる。
【０１３０】
　また、走行予定ルート３０における変更区間３０Ａは、一方の道路上を通る線の端部と
、他方の道路上を通る線の端部と、を曲率が一定の円弧を描くように結ぶ線であることが
多い。このため、例えば、交差点の右左折などにおいて、曲率半径一定の線に沿って走行
すると、移動体１０の走行方向の前面が出口ライン３２に対向するまでに要する時間が長
くなる。一方、本実施の形態では、情報処理装置２０は、走行予定ルート３０における所
定範囲内の走行方向の変更を示す変更区間３０Ａが、第１のラインＬ１と第２のラインＬ
２とからなる推奨ルート４０を生成する。
【０１３１】
　このため、移動体１０が推奨ルート４０に沿って走行することで、円滑な軌道を確保し
つつ、移動体１０の運転者の視線を、より早く、且つ、より長く、出口ライン３２側（す
なわち、注視すべき領域側）に向かせることができる。
【０１３２】
　このため、本実施の形態の情報処理装置２０は、移動体１０の走行支援性能の向上を図
ることができる。
【０１３３】
　また、本実施の形態の情報処理装置２０（変曲点設定機能２０Ｈ）では、弧状の変更区
間３０Ａの曲率半径が閾値以下である場合、変更区間３０Ａの曲率半径が該閾値を超える
場合に比べて、設定領域Ｓ内における、出口ライン３２からより離れた位置に、変曲点３
８を設定する。また、情報処理装置２０（変曲点設定機能２０Ｈ）は、弧状の変更区間３
０Ａの曲率半径が閾値以下であり、且つ該曲率半径が小さいほど、設定領域Ｓにおける、
出口ライン３２からより離れた位置に、変曲点３８を設定してもよい。
【０１３４】
　このため、本実施の形態では、情報処理装置２０は、弧状の変更区間３０Ａの示す曲率
半径が小さいほど（すなわち、曲率が大きいほど、より急カーブであるほど）、第１の位
置Ｐ１から変曲点３８までの第１のラインＬ１の長さに比べて、変曲点３８から第２の位
置Ｐ２までの第２のラインＬ２の長さを長くすることができる。
【０１３５】
　なお、本実施の形態の情報処理装置２０（変曲点設定機能２０Ｈ）は、弧状の変更区間
３０Ａの曲率半径が所定の基準値以下である場合、変曲点３８を設定しない構成としても
よい。
【０１３６】
　また、本実施の形態の情報処理装置２０（変曲点設定機能２０Ｈ）は、第１の位置Ｐ１
から変更区間３０Ａへの進入方向（矢印Ｘ１方向）に沿って伸ばした方向に、対向車１１
が存在する場合、対向車１１が存在しない場合に比べて、設定領域Ｓ内における、出口ラ
イン３２から離れた位置に、変曲点３８を設定する。
【０１３７】
　このため、本実施の形態では、情報処理装置２０は、対向車１１が存在する場合、対向
車１１が通過するまで待機可能な位置を、変曲点３８として設定することができる。
【０１３８】
　このため、本実施の形態の情報処理装置２０は、移動体１０の走行支援性能の向上を図
ることができる。
【０１３９】
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　また、本実施の形態では、動力制御回路１０Ｇが、出力制御機能２０Ｅから受付けた推
奨ルート４０に応じて、移動体１０の動力部１０Ｈを制御する。このため、本実施の形態
では、移動体１０が、推奨ルート４０に沿って自律走行するように、動力部１０Ｈを制御
することができる。
【０１４０】
（第２の実施の形態）
　本実施の形態では、第１の実施の形態とは異なる方法で、推奨ルート４０を生成する。
【０１４１】
　図１０は、本実施の形態の移動体１２の構成の一例を示すブロック図である。
【０１４２】
　移動体１２は、情報処理装置２２と、出力回路１０Ａと、センサ１０Ｂと、入力装置１
０Ｃと、動力制御回路１０Ｇと、動力部１０Ｈと、を備える。移動体１２は、情報処理装
置２０に代え、情報処理装置２２を備えた以外は、第１の実施の形態の移動体１０と同様
である（図１も参照）。
【０１４３】
　情報処理装置２２は、記憶回路２０Ｂと、処理回路２２Ａと、を有する。情報処理装置
２２は、処理回路２０Ａに代えて処理回路２２Ａを備えた以外は、第１の実施の形態の情
報処理装置２０と同様である。
【０１４４】
　なお、記憶回路２０Ｂ、出力回路１０Ａ、センサ１０Ｂ、入力装置１０Ｃ、および動力
制御回路１０Ｇ、の少なくとも１つは、有線または無線で処理回路２２Ａに接続すればよ
い。また、記憶回路２０Ｂ、出力回路１０Ａ（通信回路１０Ｄ、ディスプレイ１０Ｅ、ス
ピーカ１０Ｆ）、センサ１０Ｂ、入力装置１０Ｃ、および動力制御回路１０Ｇ、の少なく
とも１つと、処理回路２２Ａと、をネットワークを介して接続してもよい。
【０１４５】
　処理回路２２Ａは、取得機能２０Ｃと、推奨経路生成機能２２Ｄと、出力制御機能２０
Ｅと、を備える。取得機能２０Ｃおよび出力制御機能２０Ｅは、第１の実施の形態と同様
である。
【０１４６】
　推奨経路生成機能２２Ｄは、変更区間判断機能２０Ｆと、特定機能２０Ｇと、変曲点設
定機能２０Ｈと、生成機能２２Ｉと、収束点設定部２２Ｋと、を有する。推奨経路生成機
能２２Ｄは、生成機能２０Ｉに代えて生成機能２２Ｉを備え、更に、収束点設定部２２Ｋ
を備えた以外は、第１の実施の形態の推奨経路生成機能２０Ｄと同様である。
【０１４７】
　処理回路２２Ａにおける各処理機能は、コンピュータによって実行可能なプログラムの
形態で記憶回路２０Ｂへ記憶されている。処理回路２２Ａは、プログラムを記憶回路２０
Ｂから読出、実行することで、各プログラムに対応する機能を実現するプロセッサである
。
【０１４８】
　各プログラムを読み出した状態の処理回路２２Ａは、図１０の処理回路２２Ａ内に示さ
れた各機能を有することになる。図１０においては単一の処理回路２２Ａによって、取得
機能２０Ｃ、推奨経路生成機能２２Ｄ（変更区間判断機能２０Ｆ、特定機能２０Ｇ、変曲
点設定機能２０Ｈ、収束点設定部２２Ｋ、生成機能２２Ｉ）、および出力制御機能２０Ｅ
が実現されるものとして説明する。
【０１４９】
　第１の実施の形態と異なる機能について詳細に説明する。
【０１５０】
　収束点設定部２２Ｋは、収束点設定部の一例である。収束点設定部２２Ｋは、変更区間
３０Ａ上に、１または複数の収束点を設定する。収束点は、推奨ルート４０を変更区間３
０Ａに収束させるポイントである。
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【０１５１】
　図１１は、収束点６２の設定の説明図である。収束点設定部２２Ｋは、変更区間３０Ａ
、第１の位置Ｐ１、第２の位置Ｐ２、出口ライン３２、および変曲点３８を、変更区間判
断機能２０Ｆ、特定機能２０Ｇ、および変曲点設定機能２０Ｈから取得する。そして、収
束点設定部２２Ｋは、変更区間３０Ａにおける、変曲点３８から変更区間３０Ａへ下ろし
た垂線５９と変更区間３０Ａとの交点６０を特定する。さらに、収束点設定部２２Ｋは、
変更区間３０Ａにおける、交点６０と第２の位置Ｐ２との間に、１または複数の収束点６
２を設定する。図１１に示す例では、変更区間３０Ａにおける、交点６０と第２の位置Ｐ
２との間に、収束点６２ａと収束点６２ｂとを設定する場合を示した。
【０１５２】
　なお、収束点設定部２２Ｋは、変更区間３０Ａにおける、交点６０と第２の位置Ｐ２と
の間に、少なくとも１点の収束点６２を設定すればよい。また、収束点設定部２２Ｋは、
変更区間３０Ａにおける、交点６０と第２の位置Ｐ２との間に、３点以上の収束点６２を
設定してもよい。複数の収束点６２を設定する場合、隣接する収束点６２の間隔は等間隔
であってもよいし、異なる間隔であってもよい。
【０１５３】
　図１０に戻り説明を続ける。生成機能２２Ｉは、生成部の一例である。生成機能２２Ｉ
は、推奨ルート４０を生成する。
【０１５４】
　図１２は、生成機能２２Ｉによる推奨ルート４０の生成の一例を示す説明図である。生
成機能２２Ｉは、第１の位置Ｐ１から収束点６２を通って第２の位置Ｐ２へ到る複数のラ
イン６４を生成する。詳細には、生成機能２２Ｉは、第１の位置Ｐ１と収束点６２とをな
だらかに結ぶ曲線と、該収束点６２と第２の位置Ｐ２とを結ぶ線と、からなるライン６４
を、複数生成する。言い換えると、生成機能２２Ｉは、第１の位置Ｐ１から収束点６２を
通って第２の位置Ｐ２へ到る弧状の複数のライン６４を生成する。また、弧状のライン６
４は、移動体１０の走行性能を考慮し、生成された線に沿って移動体１２がなだらかに走
行可能となるような弧状の線であることが好ましい。
【０１５５】
　図１２に示す例の場合、生成機能２２Ｉは、第１の位置Ｐ１から収束点６２ａを介して
第２の位置Ｐ２へ到る、弧状の複数のライン６４（ライン６４４～ライン６４６）と、第
１の位置Ｐ１から収束点６２ｂを介して第２の位置Ｐ２へ到る、弧状の複数のライン６４
（ライン６４１～ライン６４３）と、を生成する。なお、第１の位置Ｐ１から１つの収束
点６２を通って第２の位置Ｐ２へ到るライン６４の数は、複数であればよく、３本に限定
されない。
【０１５６】
　なお、各ライン６４における、第１の位置Ｐ１と収束点６２とを結ぶラインは、第１の
位置Ｐ１から収束点６２までの距離が互いに異なる弧状のラインである。生成機能２２Ｉ
は、第１の位置Ｐ１から収束点６２に到る弧状のラインの曲率半径を調整することで、第
１の位置Ｐ１から収束点６２までの距離が互いに異なる複数のライン６４を生成する。
【０１５７】
　なお、生成機能２２Ｉは、弧状の変更区間３０Ａの凸側（外側）を通るように、各ライ
ン６４における、第１の位置Ｐ１と収束点６２とを結ぶラインを生成することが好ましい
。
【０１５８】
　また、生成機能２２Ｉは、変更区間３０Ａに進入する際の移動体１２の位置を、第１の
位置Ｐ１として用いてもよい。移動体１０の位置は、センサ１０Ｂ（ＧＰＳ）から取得す
ればよい。
【０１５９】
　そして、生成機能２２Ｉは、生成した複数のライン６４（図１２に示す例では、ライン
６４１～ライン６４６）の内、変曲点３８上または変曲点３８の最も近くを通る、１つの
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ライン６４を、推奨ルート４０として決定する。図１２に示す例では、複数のライン６４
（ライン６４１～ライン６４６）の内、ライン６４４が変曲点３８の最も近くを通ってい
る。このため、この場合、生成機能２２Ｉは、ライン６４４を、推奨ルート４０として決
定する。
【０１６０】
　図１３は、決定した推奨ルート４０の一例を示す模式図である。図１３に示すように、
生成機能２２Ｉが、ライン６４４を、推奨ルート４０として決定する。これによって、生
成機能２２Ｉは、第１のラインＬ１と第２のラインＬ２とからなる推奨ルート４０を生成
する。
【０１６１】
　すなわち、生成機能２２Ｉが決定した推奨ルート４０（ライン６４４）が、結果的に、
第１の実施の形態で説明した第１のラインＬ１と第２のラインＬ２とからなる推奨ルート
４０となる。
【０１６２】
　なお、第１のラインＬ１と第２のラインＬ２との連結点は、変曲点３８と不一致であっ
てもよい。言い換えると、生成機能２２Ｉは、第１の位置Ｐ１から変曲点３８上または変
曲点３８の最も近くを通り、且つ、収束点６２（図１３では収束点６２ａ）を通って第２
の位置Ｐ２へ到るライン６４４が、上述した特性の第１のラインＬ１と第２のラインＬ２
とからなる線となるように、推奨ルート４０を生成すればよい。このため、本実施の形態
では、推奨ルート４０上に、第１の位置Ｐ１、第１のラインＬ１と第２のラインＬ２との
連結点、収束点６２（決定したライン６４の通る１つの収束点６２）、第２の位置Ｐ２、
の全てが存在することとなる。
【０１６３】
　以上のようにして、本実施の形態では、推奨経路生成機能２２Ｄは、収束点６２を用い
て、推奨ルート４０を生成する。
【０１６４】
　次に、処理回路２２Ａが実行する情報処理の手順を説明する。図１４は、処理回路２２
Ａが実行する情報処理の手順の一例を示す、フローチャートである。
【０１６５】
　まず、取得機能２０Ｃが、走行予定ルート３０を取得する（ステップＳ２００）。次に
、変更区間判断機能２０Ｆが、ステップＳ２００で取得した走行予定ルート３０に、変更
区間３０Ａが存在するか否かを判断する（ステップＳ２０２）。本ルーチンでは、変更区
間判断機能２０Ｆは、走行予定ルート３０における、移動体１０の走行方向の前方に変更
区間３０Ａが存在するか否かを判断する。
【０１６６】
　ステップＳ２０２で肯定判断すると（ステップＳ２０２：Ｙｅｓ）、ステップＳ２０４
へ進む。ステップＳ２０４では、特定機能２０Ｇが、ステップＳ２０２で判断した（特定
した）変更区間３０Ａについて、出口ライン３２と、第１の位置Ｐ１と、第２の位置Ｐ２
と、を特定する（ステップＳ２０４）。
【０１６７】
　次に、変曲点設定機能２０Ｈが、ステップＳ２０２で特定した変更区間３０Ａについて
、ステップＳ２０４で特定した出口ライン３２、第１の位置Ｐ１、および第２の位置Ｐ２
を用いて、設定領域Ｓ内に変曲点３８を設定する（ステップＳ２０６）。
【０１６８】
　次に、収束点設定部２２Ｋが、１または複数の収束点６２を設定する（ステップＳ２０
８）。次に、生成機能２２Ｉが、第１の位置Ｐ１から収束点６２を通って第２の位置Ｐ２
へ到る複数のライン６４を生成する（ステップＳ２１０）。
【０１６９】
　次に、生成機能２２Ｉが、推奨ルート４０を生成する（ステップＳ２１２）。ステップ
Ｓ２１２では、生成機能２２Ｉは、ステップＳ２１０で生成された複数のライン６４の内
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、変曲点３８上または変曲点３８の最も近くを通る１つのライン６４を、推奨ルート４０
として生成する。そして、ステップＳ２１４へ進む。
【０１７０】
　一方、上記ステップＳ２０２で否定判断した場合（ステップＳ２０２：Ｎｏ）、ステッ
プＳ２１６へ進む。ステップＳ２１６では、ステップＳ２００で取得した走行予定ルート
３０を、推奨ルート４０として生成する（ステップＳ２１６）。すなわち、走行予定ルー
ト３０に変更区間３０Ａが存在しない場合には、推奨経路生成機能２２Ｄは、走行予定ル
ート３０をそのまま推奨ルート４０として用いる。そして、ステップＳ２１４へ進む。
【０１７１】
　ステップＳ２１４では、出力制御機能２０Ｅは、ステップＳ２１２またはステップＳ２
１６で生成された推奨ルート４０を、動力制御回路１０Ｇおよび出力回路１０Ａの少なく
とも一方へ出力する（ステップＳ２１４）。そして、本ルーチンを終了する。
【０１７２】
　以上説明したように、本実施の形態の情報処理装置２２では、収束点設定部２２Ｋが、
変更区間３０Ａにおける、変曲点３８から変更区間３０Ａへ下ろした垂線５９との交点６
０と第２の位置Ｐ２との間に、収束点６２を設定する。生成機能２２Ｉは、第１の位置Ｐ
１から収束点６２を通って第２の位置Ｐ２へ到る複数のライン６４の内、変曲点３８の最
も近くを通るラインを、推奨ルート４０として決定する。これによって、生成機能２２Ｉ
は、第１のラインＬ１と第２のラインＬ２からなる推奨ルート４０を生成する。
【０１７３】
　このように、本実施の形態の情報処理装置２２では、第１の実施の形態とは異なる方法
で、走行予定ルート３０における変更区間３０Ａが第１のラインＬ１と第２のラインＬ２
とからなる推奨ルート４０を生成する。
【０１７４】
　従って、本実施の形態の情報処理装置２２は、第１の実施の形態と同様に、移動体１２
の走行支援性能の向上を図ることができる。
【０１７５】
　次に、上記実施の形態の情報処理装置２０、および情報処理装置２２の、ハードウェア
構成の一例を説明する。図１５は、上記実施の形態の情報処理装置２０、および情報処理
装置２２のハードウェア構成図の一例である。
【０１７６】
　上記実施の形態の情報処理装置２０、および情報処理装置２２は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒ
ａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）８６などの制御装置と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏ
ｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）８８やＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）９
０やＨＤＤ（ハードディスクドライブ）９２などの記憶装置と、各種機器とのインターフ
ェースであるＩ／Ｆ部８２と、出力情報などの各種情報を出力する出力部８０と、ユーザ
による操作を受付ける入力部９４と、各部を接続するバス９６とを備えており、通常のコ
ンピュータを利用したハードウェア構成となっている。
【０１７７】
　上記実施の形態の情報処理装置２０、および情報処理装置２２では、ＣＰＵ８６が、Ｒ
ＯＭ８８からプログラムをＲＡＭ９０上に読み出して実行することにより、上記各機能が
コンピュータ上で実現される。
【０１７８】
　なお、上記実施の形態の情報処理装置２０、および情報処理装置２２で実行される上記
各処理を実行するためのプログラムは、ＨＤＤ９２に記憶されていてもよい。また、上記
実施の形態の情報処理装置２０、および情報処理装置２２で実行される上記各処理を実行
するためのプログラムは、ＲＯＭ８８に予め組み込まれて提供されていてもよい。
【０１７９】
　また、上記実施の形態の情報処理装置２０、および情報処理装置２２で実行される上記
処理を実行するためのプログラムは、インストール可能な形式または実行可能な形式のフ
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ァイルでＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、メモリカード、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａ
ｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）、フレキシブルディスク（ＦＤ）等のコンピュータで読み取り可能
な記憶媒体に記憶されてコンピュータプログラムプロダクトとして提供されるようにして
もよい。また、上記実施の形態の情報処理装置２０、および情報処理装置２２で実行され
る上記処理を実行するためのプログラムを、インターネットなどのネットワークに接続さ
れたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提供す
るようにしてもよい。また、上記実施の形態の情報処理装置２０、および情報処理装置２
２で実行される上記処理を実行するためのプログラムを、インターネットなどのネットワ
ーク経由で提供または配布するようにしてもよい。
【０１８０】
　なお、上記には、本発明の実施の形態を説明したが、上記実施の形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。この新規な実施の形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。この実施の形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【符号の説明】
【０１８１】
１０、１２　移動体
１０Ｇ　動力制御回路
１０Ｈ　動力部
２０、２２　情報処理装置
２０Ｄ、２２Ｄ　推奨経路生成機能
２０Ｆ　変更区間判断機能
２０Ｈ　変曲点設定機能
２０Ｉ、２２Ｉ　生成機能
２０Ｅ　出力制御機能
２２Ｋ　収束点設定部



(23) JP 6727985 B2 2020.7.22

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(24) JP 6727985 B2 2020.7.22

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(25) JP 6727985 B2 2020.7.22

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(26) JP 6727985 B2 2020.7.22

【図１３】 【図１４】

【図１５】



(27) JP 6727985 B2 2020.7.22

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００９－１１５４６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０１４９７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１６２４０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－０２６３２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１６４３３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１４／０２４９７４８（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｃ　　２１／３４　　　　
              Ｂ６０Ｗ　　３０／１０　　　　
              Ｂ６２Ｄ　　　６／００　　　　
              Ｇ０８Ｇ　　　１／００　　　　
              Ｇ０８Ｇ　　　１／１６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

